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１  目 的  

 こ の 要 領 は ，柏 市 広 報 広 聴 課 が 作 成 す る 印 刷 物 等 に 有 料 広 告（ 以

下 「 広 告 」 と い う ） を 掲 載 す る こ と に よ り ， 市 財 政 収 入 に 寄 与 す

る と と も に ， 地 元 企 業 の 活 性 化 及 び 市 民 へ の 生 活 情 報 の 提 供 に 資

す る た め ， 印 刷 物 等 に 掲 載 す る 広 告 の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項

を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

２  広 告 掲 載 の 対 象  

 広 告 の 掲 載 が で き る 印 刷 物 等 は ，次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。

た だ し ， 市 長 が 広 告 掲 載 を 妥 当 で な い と 認 め る と き は ， 掲 載 が で

き な い も の と す る 。  

 (1) 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ 「 柏 市 オ フ ィ シ ャ ル ウ ェ ブ サ イ ト 」  

 (2) 広 報 か し わ  

 (3) そ の 他 広 告 掲 載 が 可 能 と 認 め ら れ る も の  

３  広 告 掲 載 の 位 置 及 び 規 格 等  

 広 告 掲 載 の 位 置 及 び 規 格 等 は 広 告 を 掲 載 す る 印 刷 物 等 ご と に 別

に 定 め る も の と す る 。  

４  広 告 掲 載 の 時 期 及 び 期 間  

 広 告 掲 載 の 時 期 及 び 期 間 は ， 広 告 を 掲 載 す る 印 刷 物 等 ご と に 別

に 定 め る も の と す る 。  

５  広 告 掲 載 料  

 広 告 掲 載 料 は ， 印 刷 物 等 の 種 類 ， 発 行 部 数 ， 広 告 の 大 き さ ， 発

行 経 費 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て ， 広 告 を 掲 載 す る 印 刷 物 等 ご と に 別

に 定 め る も の と す る 。  

６  広 告 掲 載 者 の 責 任 等  

 広 告 の 内 容 に 関 す る 一 切 の 責 任 は ， 印 刷 物 等 に 広 告 を 掲 載 し よ

う と す る 者（ 以 下「 申 込 者 」と い う 。）及 び 市 の 指 定 す る 広 告 代 理

取 扱 事 業 者（ 以 下「 広 告 取 扱 業 者 」と い う 。）が 連 帯 し て 負 う も の

と す る 。  



７  広 告 掲 載 の 取 消  

(1) 市 長 は ， 広 告 が 柏 市 広 告 物 掲 載 取 扱 要 領 の 第 ３ 項 に 掲 げ る 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き ，又 は 広 告 を 掲 載 す る 印 刷 物 等 に

別 に 定 め る 掲 載 の 取 り 消 し に 係 る 事 項 に 該 当 す る と き は ，広 告

掲 載 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る も の と す る 。  

(2) 市 長 は ， 前 号 に 該 当 し た 申 込 者 又 は 広 告 取 扱 業 者 に 対 し て ，

広 告 を 削 除 す る た め の 必 要 経 費 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

８  掲 載 料 の 返 還  

 市 長 は ， 広 告 掲 載 契 約 締 結 の 後 ， 申 込 者 又 は 広 告 取 扱 業 者 の 責

め に 帰 さ な い 事 由 に よ り 広 告 掲 載 が で き な か っ た と き は ， 広 告 掲

載 料 の 一 部 又 は 全 部 を 返 還 す る も の と す る 。  

９  そ の 他  

 こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 に つ い て は 広 報 所 管

部 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 １ ６ 年 １ １ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ４ 年 ２ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


